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１．事業の概要 

１．１ 事業の目的 

（１）事業の背景 

浦和スポーツクラブ（以下、「ウラスポ」とする）は、1991 年 9 月に発足し、欧州型の

地域スポーツクラブを目指し、当初はサッカーを中心に活動を展開し、U15（中学生年代）、

U18（高校生年代）及び社会人の選手コースと生涯コースを運営し、年代や志向に応じてス

ポーツを続けられ場の創出を目指して活動してきました。 

 

―地域スポーツ環境の構築にむけて― 

2004 年度には、テニスやフィットネスなどで多年代のプログラムを開始し、この活動の

将来像として 2005 年度には「北浦和東部地域スポーツクラブとまちづくり」を、関係者に

提案しました。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 「北浦和東部地域スポーツクラブとまちづくり」提案資料抜粋 

 

 この提案をもとに、埼玉県と県立浦和高校と協議を進め、2007 年度から土曜日・日曜日

の夜間の浦和高校のグラウンドと体育館を浦和スポーツクラブが一元管理し「星空スポー

ツ広場」を開催しています。ここでは、サッカー、バドミントン、卓球（現在は卓球は休

止）の 3 種目を展開し、地域住民が気軽にスポーツを楽しめる場を運営し、現在も継続し

ています。 

  

―本太中学校との関係－ 

2012 年からシニア健康教室を本太中学校の余裕教室や武道場等で開催しています。これ

は、貯筋運動を中心とした教室の場として、自治会役員の方々と相談し学校長に相談して

実現したもので、平日の授業時間中に実施してきました。 

前述の星空スポーツ広場には、本太中学のバドミントン部や卓球部の生徒も多数参加し

ていたことから、中学生のスポーツ環境にも関心を持つようになりました。 

このような中、2011 年～2015 年には、文部科学省・スポーツ庁の各種委託事業により、

トップアスリートの中学校部活動への派遣を行う中で、本太中学校と連携する機会が増え

ました。また、この時期に、近隣の中学校の部活動に関する実態調査を実施するとともに、

スポーツ障害などの防止にむけた活動支援について検討する機会などを持ちました。 

2018 年度には、早稲田大学の広瀬統一教授との共同実践研究として本太中学校へのアス

レチックトレーナーの派遣と「もっちゅうアップ」（短時間で効果的なウォーミングアップ

を行うためのプログラム）を生徒に指導する機会を持つことができました。 
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これを踏まえて 2019 年～2020 年にはスポーツ庁部活動改革プランを受託し、本太中学

校においてチャレンジクラブとアスレチックトレーナー派遣を実施し、部活動への地域指

導者や専門家の参画に取組んできました。 

 

―問題認識― 

 このように学校と連携した様々な活動を続ける中、地域住民が学校の施設活用を図る上

で、次のような点について問題意識を持つようになりました。 

① 授業時間中の空き施設の活用 

これまでの学校施設開放は、夜間や週末が主となっていることから、利用できる

住民も限られています。ウラスポの活動をとおして、地域のシニア層の多くは平日

の午前中にスポーツ活動を行っていますが、施設数は限られていることから活動場

所の確保に苦労しています。 

授業時間中でも利用頻度の少ない学校施設（テニスコートや武道場等）を活用す

ることで、このような課題の解決に寄与することが期待できます。 

 

② スポーツ施設の利用環境の改善 

学校施設開放などでしばしば問題となるのが、トイレや更衣室などの利用環境の

水準の低さです（施設開放で利用できるトイレは和式で空調も無いことや、利用で

きる更衣室はありません）。また、近年は徐々に改善が図られてきていますが、冷暖

房など空調設備についても学校施設では十分に行き渡っているわけではありません

（さいたま市では体育館への空調整備がＲ４年度から予算化され進められつつあり

ますが、武道場については整備の予定がありません）。 

もっと快適な環境を整備することで、シニア層や女性の参加のハードルを低くす

ることが期待できます。 

また、学校は、災害時の避難拠点として利用されることも多いことから、これらの

施設・設備の充実は防災上も有効になると考えられます。 

 

③ 仕組みづくりについて 

このように、学校と連携した活動に 10 年以上取り組んできましたが、学校側には

人事異動があるために、取組みの継続しづらさを感じてきました。 

また、何か新しい取組みを始める際に、学校側の負担がかかることで、取組みを進

めづらいということも感じています。 

教職員の働き方改革が必要とされる中、学校側に新たな負担を生じさせずに、新た

な取組みを進めるためには、このような学校施設利用に適した新たな仕組みづくりを

定着していくことが大切であると考えています。 
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（２）事業の目的 

 地域部活動移行の受け皿整備を見据え、地域住民や地域のスポーツ団体による学校施設

の利活用を進め、あわせて学校、地域住民、クラブ、行政機関の連携を高めていくことが

有効と考えます。 

 特に、学校が公共施設であることを踏まえると、特定の団体のみが寡占的に利用するの

ではなく、地域住民が広く利用できるようにしていくことも大切な視点です。 

以上を実現するために、本事業では 

①武道場、テニスコートを利用する 

②武道場に暖房器具をいれて環境改善を図る 

③Ｗｅｂを使って誰でも予約できるようにする 

こととし、授業で用いることが少ない施設の運営管理を地域スポーツ団体が担うことで、

地域住民の利用促進を図ることの有効性と可能性等を確認していくことを目的とします。 

 

 試行対象とする本太中学校の武道場とテニスコートの状況は以下のとおりです。 

 

・武道場について 

 前述のシニア健康体操は、当初余裕教室で開催してきましたが、近年になり、余裕教室

が不足し武道場を利用することになりましたが、空調機器がないため、夏季・冬季には、

健康づくりのための運動プログラムの実施には不向きな環境となり、近隣にある市営の体

育館や公民館等で代替の場の確保に努めていますが、これらの施設は利用率が高く、確保

が困難な状況にありました。 

 

・テニスコートについて 

ウラスポでは大人向けのテニス教室も開催していますが、浦和区および周辺地域は公共

テニスコートが不足がちであり、市営コートも市立中高一貫校の施設拡大により一般利用

可能面が減少しています。 

また、2004 年から近隣 4 小学校でキッズテニス教室を開催してきましたが、卒業した子

ども達は本太中でテニスを続ける子も少なくないことから、その活動を応援するためにも、

テニス部との連携を実現したいと考えていました。 

本太中学校テニスコートは、校舎や校庭から道路を挟んで離れた区画にあり、日中は利

用されていないことから、ここを利用して地域のテニス愛好家が活動することで、テニス

部を応援する関係などもつくれるのではないかと考えていました。 

 

 

  



4 

 

１．２ 事業内容 

 本事業は、以下の取組みにより構成されます。 

（１） 全体調整 

（２） 広報 

（３） 武道場の活用 

（４） テニスコートの活用 

（５） 利用者・関係者へのアンケート調査等による評価検討 

 

（１）全体調整 

  関係者による会議を設置し、本事業について協議を行いました。 

① メンバー 

本太中学校 校長、教頭 

さいたま市 教育委員会教育政策課・学校施設管理課・指導１課 

      スポーツ振興課 

地域    ＰＴＡ会長、コミュニティ協議会会長 

その他   （公財）さいたま市スポーツ協会 

浦和スポーツクラブ 

 

② 開催状況 

下表に示すとおり全体会議を開催しました。 

このほか、学校とクラブの間では、月に 1～2 度程度、連絡・調整を行いました。 

表 1.1 全体会議開催状況 

回 開催日 内容 

第１回 ７／６ 
事業計画について 

事業実施上の留意事項の確認 

第２回 ２／２４ 
事業の実施結果報告 

学校、市教育委員会、市スポーツ振興課の意見 

 

 

（２）広報 

 施設利用者を募るとともに、本事業の目的を広く知らせるために、広報誌を作成し、全

校生徒および本太中学校周辺の約 20,000 世帯にポスティング配布を行いました。 

 

（３）武道場の活用 

 10 月中旬から 2 月 17 日までの平日の授業時間中に、武道場を活用し、各種フィットネ

スプログラムの教室を開催しました。 

 なお、冬期間には、暖房器具を設置し、環境改善を図りました。 
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（４）テニスコートの活用 

 10 月中旬から 2 月 17 日までの平日の午前中に、テニスコート 2 面を活用し、1 面は面

貸し、1 面はレッスンを開催しました。 

 

（５）利用者・関係者へのアンケート調査等による評価検討 

 検討会における意見交換の他、以下のアンケートを実施し事業への評価を検討しました。 

   

  表 1.2 評価対象と方法 

対象 方法 

テニスコート利用者 
ＷＥＢにアンケートサイトを設け、全利用者に調査協力

を求めました。 

武道場利用者 同上 

ＰＴＡ 

ＷＥＢ上にアンケ―トサイトを設け、全校生徒に配布し

た保護者用の広報誌において回答への協力をお願いし

ました。 

地域住民 
ＷＥＢ上にアンケ―トサイトを設け、地域にポスティン

グ配布した広報誌において回答を募りました。 
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１．３ 事業実施経過 

 主な事業の実施経過について下表に示します。 

 

表 1.3 事業実施経過 

 実施状況 

６月 

・ 契約締結 

・ スポーツ庁との打ち合わせ 

・ クラブ理事会にて事業について協議 

７月 

・ 第 1 回全体会議 

・ 領家 1 丁目自治会長、駒場 1 丁目自治会長に説明 

感染症拡大防止にむけて事業開始時期を延期 

８月 
・ 武道場やテニスコートの具体的な利用方法の検討 

・ 学校、顧問等との調整 

９月 
・ 武道場控室の行政財産目的外使用許可申請手続き 

・ 武道場の 10 月予定確認～指導者等の手配 

10 月 

・ 感染症の状況も考慮し事業開始を判断 

・ 広報誌 1 号の作成・配布（学内および地域） 

・ テニスコート、武道場の利用開始 

11 月 ・ 武道場とテニスコートの貸し出し継続 

12 月 

・ 広報誌 2 号の作成・配布（学内および地域） 

・ スポーツ庁中間報告会 

・ 武道場とテニスコートの貸し出し実施 

１月 
・ 武道場とテニスコートの貸し出し実施 

・ 広報誌 3 号の作成・配布（学内および地域） 

２月 

・ 武道場とテニスコートの貸出期間終了 

・ スポーツ庁オープンセミナーで報告 

・ 第２回全体会議 

・ 広報誌 4 号の作成・配布（学内および地域） 

３月 
・ 事業の終了（報告書提出） 
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２．本太中学校の概要 

（１）位置 

 試行事業を行ったさいたま市立本太中学校は、京浜東北線北浦和駅から徒歩 15 分に位

置しています。 

 学校の位置する浦和区は、人口：16 万 7 千人、人口密度：1.4 万人/㎢、高齢化率 20.0％、 

5 年間人口増加率 6.7%と、古くから発達した宿場町でありながら、近年でも集合住宅（マ

ンション）や戸建ての建設が続き、人口流入が続く住宅地です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1 本太中学校の位置 

 

（２）学校の概要 

生徒数 約 700 名 

学級数 各学年 6～7 クラス 

  創 立 1948 年  

現在の校舎：1974 年 築 48 年 

  体育館：1973 年 築 49 年 
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（３）施設配置 

 本太中学校の施設配置は、下図のとおりです。 

 東側は県道 34 号線（通称：産業道路）に接しています。 

 西側に整備された緑道は、多くの歩行者（ウォーキングなど）がいますが、自動車の通

行はできないようになっています。 

 テニスコートは、授業の行われる校舎や校庭から市道を挟んだ場所にあります。 

 この市道の自動車の通行はほとんどありません。 

 本事業では、武道場とテニスコートの活用を試行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2 本太中学校の施設配置図 
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３．学校施設活用の課題と本事業における対策 

３．１ 活用促進上の課題の整理 

 本事業では、全体検討会における学校側やＰＴＡ、地域住民の懸念事項等の意見も踏ま

えて、検討・確認していくべき課題を次のように整理しました。 

 

表 3.1 検討会意見も踏まえて整理した課題 

課題 内容 

学校側に新たな負担を

生じさせない 

学校側に受付や問合せ、利用者調整などの業務が生じないよ

うにすることが求められます。 

教職員や生徒に迷惑と

ならないようにする 

授業やそのほか種々の学内での活動に影響を与えないように

することが求められます。 

近隣に迷惑をかけない 
騒音や路上駐車・駐輪などで近隣住民に迷惑をかけないよう

にしないといけません 

利用環境の改善 冬期間にも利用できるように暖房機能の確保が必要です。 

一部の人の利用となら

ないようにする 

地域の住民に広く周知し、利用してもらうことが求められま

す。 

教職員、ＰＴＡ、生徒の

理解醸成 

事業の目的や、浦和スポーツクラブが実施している理由など

について教職員、ＰＴＡ、生徒の皆さんに理解いただく必要

があります。 

市民の理解醸成 
同様に、市民、特に近隣住民の皆さんに、理解をいただく必

要があります。 
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３．２ 活用試行に向けた対策・方法の検討 

 整理した課題についてそれぞれ次のような方法で対応することとしました。 

 

 

表 3.2 課題と対策 

課題 対策・方法 

学校側に新たな負担を

生じさせない 

ＷＥＢ上の予約機能付きのスケジュールサイトを開設しまし

た。 

テニスコート、武道場とも利用時間中は、クラブのスタッフ

が立ち会うこととしました。 

教職員や生徒に迷惑と

ならないようにする 

車での来校禁止、駐輪場所の分離、生徒の休み時間と利用者

の出入りが重ならないような時間設定などを試みました。 

近隣に迷惑をかけない 
複数面あるテニスコートから、往来の激しい県道に近い面を

利用することとしました。 

利用環境の改善 
武道場に暖房器具を設置しました。 

テニスコートに凍結防止剤を散布しました。 

一部の団体だけの利用

とならないようにする 

広報誌とＳＮＳ等を用いて、予約方法やスケジュール確認の

方法について広報に努めました。 

教職員、ＰＴＡ、生徒の

理解醸成 

広報誌に事業の主旨や内容、背景などについて説明する資料

を作成し、学内の全校生徒に配布しました。 

検討会にＰＴＡからも参加いただきました。 

市民の理解醸成 
上記のとおり事業主旨や背景などの説明を記載した広報誌を

周辺約 20000 世帯にポスティング配布しました。 
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（１）ＷＥＢ上へのスケジュール・予約サイトの開設 

 本事業では、利用者の利便性を確保しながら、学校にも問合せ等の負担が生じないよう

にＷＥＢによるスケジュール表示と予約システムの導入を図りました。 

 このためのクラブホームページの改修を行いましたが、利用方法を試行錯誤する中でシ

ステムを構築するのはリスクがあるため、当初は店舗等で広く用いられている汎用のシス

テムを利用することとし、どのような情報を掲示すると良いか、カレンダー表示の操作性

など、利用者やクラブ事務局から使用感を聴取し、異なるプログラムの同時表示や月表示

週表示などが可能な予約ページの整備を進めました。 

 

① 市販の予約システムの利用 

 店舗予約などで利用されている市販の予約システムを比較検討し、導入実績が多く信頼

度が高いこと、画面のカスタマイズが容易なことからＲ社のシステムを利用することとし

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 3.1 スケジュールの公開と予約に用いたシステム画面 
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② クラブＨＰへのシステムの組み込み 

 市販の予約システムは、概ね 2～3 万円／月の利用料がかかることから、コスト面で課

題があることがわかりました。 

 また、無料プランや低額のプランでは、予約件数の制限値が低く、実用性がないこと

もわかりました。 

そこで、予約システムを持続できるよう、試用した市販システムを参考としながら、

無料で提供されているプログラムを利用した予約システムをクラブホームページに組み

込みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 3.2 クラブＨＰに組み込んだ予約システム画面 
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（２）駐輪場やテニスコートの利用位置 

 ①テニスコートの利用位置 

 テニスコートの配置を下図に示します。 

 図の右下側が自動車交通量の多い県道です。また、左側は道路をはさんで住宅が近接し

ていますが、冬季の砂塵の飛散防止のために遮音効果も期待できる鋼製の板状のフェンス

が整備されています。 

一方、図上側の住宅側（道路をはさんでいる）のフェンスは、ネットフェンスで防音効

果は期待できません。 

 近隣への騒音や人目への配慮などから県道側の 2 面を利用することとしました。 

 

 ②臨時駐輪場 

 校舎のある敷地側には、既存の駐輪場がありますが、駐輪台数は多くありません。 

教職員や来校されるＰＴＡの方々が利用されることから、テニスコートや武道場の利用

者の自転車駐輪場は、図に示す位置に設けることとしました。 

  

 

 

 

 

  

図 3.3 テニスコート利用面と臨時駐輪場位置 

校舎 

県道 
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（３）武道場の利用時間の調整 

 武道場を授業等で利用する生徒と、本事業の利用者の出入りが重なることが無いように

したいという学校側の要望に基づき、利用枠を設定しました。 

 授業のコマとして 2 時限続けて武道場を利用しない場合に、2 時限をまたぐように本事

業による利用枠を設定しました。その結果、最大で１日４枠設けられることになりました。 

 利用月の前月の中旬から下旬にかけて、本太中学校の教頭職が、教員から利用予定の状

況を聞き取り、整理をしてクラブ側に伝達、その後、クラブが利用枠を整理して、指導者

の手配、スケジュールの公表という手順で進めました。 

 

授業コマ １ ２ ３ ４ 昼食 ５ ６ 

 

   

 

  

 下図に利用枠の調整に用いた表を示します。武道場の 1～6 の列で「浦」と記入されたと

ころが、学校から利用可能とされた「時限」で、これをもとに、利用枠を設定します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

1 2 3 4 5 6 9:30～10:20 10：30～11：20 11:30～12：20 14：00～15：00

1 木 期末テスト(１、２年)　テスト日課 × × 浦 浦 浦 浦
篠原

ソフトエアロ

2 金 期末テスト(１、２年)　テスト日課　薬物乱用防
止教室

浦 浦 × × 浦 ×

3 土

4 日 北（７）

5 月 × × × × 浦 ×

6 火 × × × × 浦 浦
伴

フィトネスフラ

7 水 45×6 × × × × × ×

8 木 歯科健診（全学年：9:00～） × × × × 浦 浦
吉本

ゆとりとうるおいのヨガ

9 金 ①②⑤⑥③④　新入生保護者説明会 × × × × × ×

10 土 大湯祭

11 日

12 月 十二日まち × × × × 浦 ×

13 火 木①～⑥　⑤授業参観　⑥保護者会（２年） × × × × 浦 浦

奥濱

ヨガで心と身体をリフレッ

シュ！

14 水 ①②⑤⑥③④ × × 浦 浦 浦 浦

15 木 火①～⑥　歯科健診（全学年：9:00～）　PTA
（本部・運営）

× × × × 浦 浦
篠原

ソフトエアロ

16 金 ⑤授業参観　⑥保護者会（１年） × × × × 浦 浦
金木

やさしいヨガと呼吸法

17 土 全国駅伝

18 日 全国駅伝

19 月 主任会 × × × × 浦 ×

20 火 × × × × 浦 浦

21 水 給食終了　4ｈ＋大掃除　④人権講演会 × × 浦 浦 浦 浦
篠原

ソフトエアロ

伴

リンパマッサージヨガ

22 木 特45～4 浦 浦 浦 浦 × ×

奥濱

ヨガで心と身体をリフレッ

シュ！

１２月　
武道場枠

令和４年度

日 曜 行事予定
武道場

図 3.4 武道場スケジュール調整例 
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（４）武道場への暖房器具の設置 

 武道場が利用しづらい原因の一つとして、以前から指摘のある温度管理の課題に対応す

るため、本事業では大型石油ストーブをレンタルにて導入しました。 

 エアコンのレンタルを検討しましたが、教育委員会との協議の結果、仮設であっても建

物の加工（穴明けなど）は望ましくないとの判断がありました。 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）広報誌の作成と配布 

 事業主旨の理解醸成と参加者募集のために、全校生徒および地域に広報誌を配布しまし

た。配布した 1～4 号の概要は下表に示すとおりです。 

 次ページ以後に縮刷版を掲載します（配布物はＡ３） 

 

 表 3.3 広報誌の発行状況  
時期 内容 

１号 10 月 

・スポーツ庁事業実施のお知らせ 

・国内のスポーツ施設の整備状況(学校に６割があることを紹介） 

・テニスコートと武道場の利用方法、スケジュールの紹介 

２号 11 月 

・テニスコートと武道場の利用方法、スケジュールの紹介 

・さいたま市内の学校開放の状況 

・市内公共スポーツ施設の利用状況 

・国内の学校施設活用事例の紹介 

３号 １月 

・テニスコートと武道場の利用方法、スケジュールの紹介 

・アンケート回答のお願い（事業への評価） 

・部活動改革の方向性と学校施設の活用について 

４号 ２月 ・結果報告 

図 3.5 レンタルした石油ストーブと利用状況 
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４．テニスコートの活用試行結果 

４．１ 試行状況 

（１）利用方法 

 テニスコートは 2 面のうち 1 面を面貸しとし、10 時～12 時の 2 時間を 1 枠として、1 日

1 組を先着で受け付けました。 

 利用料は、市営のテニスコートの料金 440 円／2 時間を勘案し、500 円／回・面としまし

た。 

 もう１面は、レッスン面として、クラブのテニス指導者によるレッスンを行うこととし

ました。最大 8 名まで、参加料は 1 人当り 1,000 円としました。参加料の設定においては、

クラブの定期プログラムの参加料（月 3 回：3,740 円/月）を参考としました。 

どちらも予約システムに残数を表示するようにして、先着順としました。 

レッスンは、原則として平日毎日実施したため、利用日においては、必ずコーチがテニ

スコートに配置されていたので、面貸し参加者の管理や集金とあわせて、当番となったテ

ニスコーチが担当しました。 

このような方法をとったのは、次のような考え方に基づきます。 

これまでの地域におけるテニスコートの活用の方法として次の３つを想定されます。 

 

Ａ 公共施設では、面貸しをしているところが多い。市民が少人数のグループで予約

等を行い抽選で確保して利用している。 

Ｂ レッスンコーチが教室を運営していることもしばしば見かける。ウラスポでもコ

ーチがついた教室を多数運営しており、それなりにニーズがあることがわかって

いる。 

Ｃ クラブとして会員がお金を出し合って維持し、会員が様々な形態で使用されてい

るテニスコートもある。 

  

今回は、公共の施設をお借りして行う事業であり、将来的にも学校施設を特定のメンバ

ーだけが利用するということは想定しづらいため、Ａの面貸し方式（ただし今回は抽選等

は行わない）とＢの教室方式の２ケースについて試行することとしました。 

 それぞれの方式の地域ニーズを把握するとともに、持続的運営を可能とすることと、部

活動の支援などにもつなげるためには収入を確保する必要があるため、収益性の高い教室

方式の有効性について確認することとしました。 
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（２）利用結果 

 利用状況結果を下表に示します。実施期間中の平日は 76 日間となり、このうち、約 8 割

にあたる 60 日が利用可能となりました。 

 利用中止は、学校側都合の場合はなく、すべて降雨と、その後のコート状態が回復しな

かったことによるものでした。 

 面貸しは、10 月当初のＰＲが不足していた期間には利用者がいませんでしたが、11 月か

らは、概ね半分程度の割合で利用がありました。全体としては、貸出可能日のうちの 4 割

が利用されました。 

 レッスンは、当初から希望者があり、約 9 割にあたる 55 日間実施、総計 195 名の参加者

を得ることができました。 

 面貸しは、2 人程度のことが多かったため、概ね 50 名程度として、全体で延べ 250 名程

度がテニスコートを利用したものと推察されます。 

 

表 4.1 テニスコート利用状況 

 平日日数 利用可能日数 
面貸し日数

（実績値） 

レッスン日数 

（実績値） 

レッスン人数 

（実績値） 

10/20～ ８ ８（100%） ０ ４ １３ 

11 月 １７ １５（88%） ７ １５ ４５ 

12 月 １９ １３（68%） ６ １２ ４７ 

１月 １９ １４（73%） ５ １４ ４８ 

～2/17 １３ １０（77%） ５ １０ ４２ 

計 ７６ ６０（79%） ２３（38%） ５５（92%） １９５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4.1 テニスコート利用状況 
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４．２ 評価 

（１）利用者アンケート調査結果 

 テニスコートを利用した 64 人の方にアンケートにご協力いただきました（延べ利用者

は 250 人ほどですが、リーピーターも多いため、概ね半分程度の方にお答えいただけたの

ではないかと思われます。詳細は、参考資料として巻末に示します）。 

①利用者層 

 ＰＴＡの割合は 1/4 程度で、そのほかは学区内にお住まいの 30 代～40 代で本太中学校

のＰＴＡではない方が多く利用されました。 

 来校手段は、自転車が最も多くなりました。 

  

②情報収集手段 

 「地域にポスティングした広報誌」からと「友人・知人からきいた」が多くなりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図 4.1 テニスコート利用者層        図 4.2 情報入手手段 

 

 ③利用環境の評価 

  コートコンディションを「良くなかった」とした方が他の項目よりも多くなりました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3 テニスコート利用環境の評価 

人 



27 

 

 ④今後の継続について 

 今後については、継続して利用できるようになるこ

とを望む方が 97％を示しました。 

 

 ⑤自由ご意見 

 本太中学校のテニスコートは、校舎からも離れてお

いることから、利活用を進めるべきだというご意見が

多くみられました。 

 一方、ベンチや水道、トイレなど休憩などに用いる

施設・設備の不備や質の低さを指摘する意見も見られ

ました。 

 

（２）全体評価 

 ①地域や生徒、学校運営への影響について 

⚫ 学校やクラブに地域からの苦情が寄せられることはありませんでした。 

⚫ 自治会などにも苦情の声があがったことはなかったようです（自治会長ヒアリング）。 

⚫ 学校管理側としても、利用調整の手間も少なく、問題はなかったとの認識でした。 

 

 ②利用環境について 

⚫ ベンチの不備、トイレが遠いこと、コートサーフェスの荒れ、臨時駐輪場の出し入

れのしにくさなど、参加のハードルを避けて多くの方が気持ちよく使うためには、

改善すべき点がいくつかあることがわかりました。 

 

③広報について 

⚫ 学区内にお住まいの方が多く、ＰＴＡ以外の方が多かったという点で、情報周知は

適切に行われたと考えています。 

⚫ ＳＮＳなどでもっと発信することを望む意見もアンケート結果などではでています

が、ウラスポとしては、あまり学校から離れた方ばかり増えても良くないと考えて

います。したがって、今回の利用者層を得るには、学区内の広報にとどめることが

望ましいと考えました。 

 

④運営・管理について 

⚫ 面貸しだけにすると、利用者が鍵の受領に事務室までうかがうことが必要になりま

す。また管理者がいないと、コートの状況の判断などをすることも難しいので、現

地に管理スタッフが必要なことがわかりました。 

⚫ レッスンを行うことで、コーチが常駐することとなるので、管理スタッフを兼ねる

ことができ、コスト面でもメリットがあることがわかりました。 

 

 ⑤収支について 

⚫ 今回は、初の試みで市営のコートなどとくらべるとやや質が落ちることなども考慮

図 4.4 今後について 
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し、レッスン料金は１回 1,000 円としましたが、実際には、この金額ではコーチの

指導フィーと保険やボール代などの種々の経費を賄うのがぎりぎりで、テニスコー

トの改修や部活動を応援するための費用などは捻出できません。 

 

（試算例）レッスンに常に８名が参加して１年を通して安定して行えるとする 

  収入  38 万 4 千円 

  1,000 円/人・回×8 人/回×4 回/月×12 ヶ月/年＝384,000 円/年 

 

  支出  38 万円 

   謝金     6,000 円/回×4 回/月×12 ヶ月/年 ＝ 288,000 円 

   その他経費 

                ボール、保険等 10,000 円/年・人×8 人/年  ＝ 80,000 円（＊１） 

     予約システム   5,000 円/月×12 ヶ月÷5 種 ＝ 12,000 円（＊２）   

 

  ＊１ ウラスポでのテニスプログラムの実績から、概ね会員 1 人あたりに係る経費（保険代、

用具費、事務連絡費他）を算出しました。 

  ＊２ 予約システムの無料プランは、月の予約件数が数十～100 件程度までとされており、実

用には堪えません。5,000 円/月程度であれば実用できるプランが各社から出されている

ため、試算条件として設定しました 

 

⚫ ウラスポの定期プログラムのテニスのレッスンは、月額で約 4～5 千円で月 3 回の

開催です。1 回あたり 1,300～1,500 円で人数も 10～12 名と、今回の事業に比べて

高めです。 

⚫ 今回の事業では、短期間での試行となることや、周囲の公営コートは砂入人工芝で

利用環境も良いことから、同等の参加費とすることは難しいと考えて、受け入れや

すい金額として 1,000 円/回のレッスン料としました。この参加料では常に定員を

満たす状態が続かなければ、赤字となってしまうことから、事業を継続・安定的に

行うことは難しいことがわかりました。 

 

 ⑥今後にむけて 

⚫ クラブ側、学校側ともに活用にむけてあまり支障は無いとの考えでした。 

⚫ 市（教育委員会およびスポーツ振興課）では、ニーズがあることはわかったが、授

業時間中に学校施設を住民が利用することの制度化にむけては庁内での検討が不

足しているので今後すすめていきたいとの考えでした。 
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５．武道場の活用試行結果 

５．１ 試行状況 

（１）利用方法 

 前述のとおり、クラブや地域で活動されているフィットネスプログラムの指導者に呼び

かけて、プログラムを用意し、試行事業として 1 回 500 円（ワンコイン）の参加費で参加

者を募りました。 

 屋内スペースの利活用方法としては、このような「プログラム提供型」の他に「貸館型」

がありますが、活動内容の確認や参加者の把握が困難になることが懸念されたため、今回

は「プログラム提供型」としました。 

 次のようなプログラムを用意し、地域には配布した広報誌に予定表を掲載し、参加者を

募集しました。（テニスコート用に用意した予約システムにも掲示することとしました） 

  ・エアロビクス 

  ・ソフトエアロ 

  ・フィットネスフラダンス 

  ・コアヨガ 

  ・ゆとりとうるおいのヨガ 

  ・リンパマッサージヨガ 

  ・シニア健康教室 

  ・美姿勢筋トレ 

  ・パランスボールエクササイズ  など 

 

（２）利用結果 

利用状況の結果を下表に示します。 

 期間中の平日日数は 76 日間でした。前述したとおり、1 日最大 4 枠の利用することがで

きますので、全てが利用できると 304 枠となりますが、実際に利用可能となったのは 71 枠

（全体の約 2 割）でした。 

 冬季になり武道の授業が増加したことや、学年集会などによる利用機会が増えたことが

影響しました。このうち、実際にプログラムを用意できたのが 45 枠（午前 16、午後 29）

でした。 

 参加者数は、延べ 97 名と少なく、1 回平均で 2 名の参加にとどまりました。 

 

 表 5.1 武道場利用状況 

 平日日数 総枠数 
貸し出し枠数 

（実績値） 

利用した枠 

（実績値） 

参加人数 

（実績値） 

10/20～ ８ ３２ ８（25%） ６ ４ 

11 月 １７ ６８ １６（23%） １０ １７ 

12 月 １９ ７６ １４（18%） ９ ２７ 

１月 １９ ７６ １７（22％） １１ ２４ 

～2/17 １３ ５２ １６（31%） ９ ２５ 

計 ７６ ３０４ ７１（23%） ４５（63%） ９７ 
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